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地方独立行政法人北松中央病院 第８期中期計画 

 

                            地方独立行政法人北松中央病院 

 

前 文 

地方独立行政法人北松中央病院（以下「当院」という。）が位置する佐世保北部地域（吉井町、

世知原町、小佐々町、江迎町、鹿町町）ならびに平戸市、松浦市及び佐々町（以下「佐世保北部

地域等」という。）では、医師の高齢化や後継者不在に伴う診療所の閉鎖など、医療資源の乏し

さは深刻さを増す一方となっている。加えて、佐世保北部地域等には、心筋梗塞、消化管出血な

ど、緊急の措置が必要な患者を受け入れる医療機関の充実の必要性が極めて高い。このため、救

急医療については、佐世保北部地域等のみならず、佐世保県北二次医療圏全体を俯瞰した体制維

持にも目を向け、地域住民が安心して日々の生活を営めるよう、公立病院として役割を果たし、

加えて、新興感染症等の感染拡大時に県、市、市医師会など関係機関と連携し、第二種感染症指

定医療機関としての役割も果たさなければならない。 

令和３年度末、総務省が示した、「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経

営強化ガイドライン」を受け、当院も令和６年３月に「地方独立行政法人北松中央病院経営強化

プラン」を作成した。第８期中期計画は総務省の示した「公立病院経営強化プラン」を兼ねつつ、

佐世保市長から示された中期目標を最大限に達成するために、次のように定める。 

 

第１ 中期計画の期間 

 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日までの３年間とする。 

 

第２ 住民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとる

べき措置 

１ 地域で担うべき医療の提供 

（１）地域の実情に応じた医療の提供 

 佐世保北部地域等の住民の高齢化や診療所などの医療機関の減少に対応するために、必要とさ

れる内科系の入院・外来機能を維持し、初期医療から回復期医療まで地域住民に安定した医療を

提供する。 

また、地域包括ケアシステムの中で公立病院として地域住民が住み慣れた地域で自分らしい暮

らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域の慢性期医療機関や介護施設等との連携強

化を行う。 

①外来診療機能 

かかりつけ医として日常の医療の提供や適切な医療機関の紹介、クリニック等からの依頼に

よる入院受入や精密検査等の実施、救急告示病院として 24 時間救急医療体制の維持等、適切な

医療の提供を行う。 

②急性期から回復期までの入院医療 

外来、救急医療から入院する患者を積極的に受け入れ、急性期から回復期までの入院医療を

一般病床及び地域包括ケア病床を用いて、疾患の治療に加えて回復期の医療リハビリテーショ
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ンを提供する。併せて、病床稼働率の改善に向けて地域包括ケア病床を佐世保市中心部の急性

期病院からの回復期病床として稼働させていく。 

③在宅復帰支援の充実 

在宅復帰支援として、メディカルソーシャルワーカー等の支援と退院調整会議において、リ

ハビリテーションスタッフの意見も取り入れながら退院調整を行い、在宅復帰後には訪問看護、

訪問リハビリテーションを提供することで地域包括ケアシステムにおける役割を果たす。 

 

 

（２）高度・専門医療 

呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科がそれぞれ高度な専門的医療を継続するため

に、学会や講演会などに参加し研修を行うとともに高度医療の実践に必要な医療機器の更新や整

備を行い、医療従事者を含めた病院全体のスキルアップを図り、地域の他の医療機関では担うこ

とが困難な内科系疾患の治療を行う。併せて、外科系救急に対応できない状態が続いているが、

引き続き外科系医療に対応できるように医師確保に努める。 

【呼吸器内科】 

 佐世保北部地域等において、呼吸器の専門医を擁する唯一の医療機関として、その指導のもと、

死因の上位を占める肺炎やがんの中で死亡率の高い肺がんの診断・治療を中心に診療を行う。 

 さらに、新型コロナウイルスや新型インフルエンザ等の新興感染症発生時には中心的な役割を

果たす。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

在宅酸素療法（実人数） 29 名 40 名 

睡眠時無呼吸症候群に対する持続的陽圧呼吸療法件数 521 件 520 件 

 

【循環器内科】 

 佐世保北部地域等における唯一の心臓カテーテル検査・治療ができる施設として、循環器専門

医の指導のもと虚血性心疾患の診断・治療を中心に、高血圧や不整脈など循環器疾患の診療を行

う。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

冠動脈造影件数 80 件 80 件 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

延入院患者数 31,002 名 38,325 名 

延外来患者数 56,116 名 56,870 名 

病床利用率 59.0％ 75.0％ 

佐世保４病院からの転入数 91 名 100 名 

在宅復帰率 87.9％ 90.0％ 

ＭＳＷ相談件数 3,710 件 4,300 件 
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経皮的冠動脈形成術件数 39 件 40 件 

ペースメーカー移植術（電池交換含む） 26 件 20 件 

 

【消化器内科】 

 佐世保北部地域等において、消化器内科医、内視鏡医を擁する唯一の医療機関として、緊急の

消化管出血や閉塞性胆管炎などの診断・治療にあたるとともに、肝炎や消化器がんの診断・治療

を行う。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

上部消化管内視鏡検査件数 1,348 件 1,400 件 

下部消化管内視鏡検査件数 650 件 650 件 

逆流性膵胆管造影件数 24 件 25 件 

内視鏡的粘膜切除術件数 184 件 200 件 

 

【腎臓内科】 

 佐世保北部地域等において、腎臓内科医を擁する唯一の医療機関として、保存期腎不全患者の

教育、治療を行いながら、地域の他医療機関での透析医療の診療にも寄与し透析医療を支える。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

維持透析患者数（年度末実数） 111 名 90 名 

血液透析導入件数 10 件 10 件 

経皮的血管形成術件数 88 件 90 件 

他医療機関への透析医派遣回数 36 回 36 回 

 

（３）救急医療 

 地域住民の生命を守るため救急搬送を受け入れ、佐世保北部地域等における初期・二次医療の

完結率の高い救急医療を目指すとともに、三次医療機関への救急患者の集中抑制に貢献する。ま

た、当院で診断治療困難な症例においては、迅速かつ適切に二次・三次医療機関へ繋げる。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

救急車搬送受入件数 654 件 700 件 

ウォークイン患者数 1,338 名 1,100 名 

２次医療完結率（救急車搬入中当院での診療完結率） 96.9％ 95.0％ 

 

（４）生活習慣病（予防）への対応 

 佐世保北部地域等の生活習慣病等の早期発見と予防のため、各種健診を実施し、食事、運動の

教育、指導、服薬等の生活習慣改善指導に努める。 

さらに、合併症としての心筋梗塞や糖尿病性腎症に対応する機能を継続して保持し、血液浄化
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センターを用いて腎不全患者に対応する。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

栄養指導件数 339 件 200 件 

透析件数 17,280 件 14,040 件 

  

（５）感染症医療・災害対策 

 第二種感染症指定医療機関として、新型インフルエンザ等の感染症国内発生早期から関連機関

と綿密に連絡を取り合うなど連携し、必要な医療提供体制を最大限確保することで、佐世保北部

地域等において感染症医療の中核的役割を果たす。 

 さらに、地域災害拠点病院としての役割を果たすため、大規模な災害や事故の発生に備え、必

要な人的・物的資源の整備により、必要となる医療救護活動を実施できる体制を維持し、迅速か

つ機動的な対応が行えるよう定期的に訓練を行う。 

 災害発生後においては、早期に診療機能を回復できるよう災害医療ＢＣＰ（業務継続計画）の

確認・見直しを行う。また、災害医療ＢＣＰに基づき、被災した状況を想定した研修及び訓練を

実施し、医療救護活動の対応能力と職員の危機管理意識の向上を図る。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

新型インフルエンザ等訓練の回数 0 回 1 回 

災害医療訓練の回数 3 回 3 回 

災害医療研修の回数 4 回 3 回 

 

（６）リハビリテーションの充実 

 拡充したリハビリ室とスタッフを用いて、継続的に急性期及び回復期リハビリテーションを実

施することにより、患者の早期の在宅復帰を支援する体制を維持する。さらに、増床した地域包

括ケア病床を用いて、高次医療機関から回復期リハビリテーションが必要な患者を積極的に受け

入れ、在宅への復帰とともに復帰後の外来診療における患者の機能回復を支援する。 

 また、佐世保北部地域等で唯一の心臓リハビリセンターを用いて、心筋梗塞後や慢性心不全後、

大血管手術後の患者の在宅復帰の支援を行う。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

脳血管疾患（Ⅱ）単位数 ※1 1,317 単位 2,500 単位 

廃用症候群単位数 ※1 992 単位 1,000 単位 

運動器（Ⅰ）単位数 ※1 16,179 単位 16,000 単位 

心大血管疾患（Ⅰ）単位数 ※1 4,258 単位 4,000 単位 

呼吸器（Ⅰ）単位数 ※1 7,650 単位 9,000 単位 

摂食機能療法回数 ※2 155 回 50 回 

理学療法士の確保数 ※3 7 名 8 名 
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作業療法士の確保数 2 名 2 名 

言語聴覚士の確保数 1 名 1 名 

※1 単位とは、20 分間のリハビリテーション実施単位のことである。 

 ※2 摂食機能療法の１回あたりの訓練は 30 分である。 

 ※3 理学療法士の確保数のうち１名は、訪問リハビリテーション所属である。 

 

（７）介護保険サービス 

 地域住民が、在宅での介護や治療を安心して受けられるよう、地域に必要とされる体制を維持、

補完するため、引き続き在宅サービス（居宅介護支援、訪問看護、居宅療養管理指導等）を提供

する。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

居宅介護支援事業におけるサービス利用件数 890 件 1,000 件 

訪問看護における訪問件数 3,687 件 3,960 件 

 

２ 医療水準の向上 

（１）医療従事者の確保 

 地域に必要とされる医療を安定的に高い水準で提供するため、医師、看護師、その他の医療従

事者の確保に努める。医師については派遣元である長崎大学等と引き続き連携を密にするととも

に、研修医の地域研修病院として、専攻医を受け入れるために、内科専門研修プログラムに継続

して参加するなど、引き続き医師確保に努める。また、独自に５～１０年後の医師を含む医療従

事者等を確保するため、中高生など若年層を対象とした病院見学等を通じ医療従事者の興味・関

心を高め医療従事者を目指す層の拡大を図る。また、継続している医学生、看護学生に対する修

学資金制度を活用し、県内高校、予備校、大学医学部、看護学校などに積極的な周知を図り、将

来にわたる基盤づくりを行う。また、当院の医師修学生に関しては、希望する場合、長崎大学の

内科専門研修プログラムに参加させ専門医取得を後押しする。 

限られた医師数で高い診療レベルを維持するために、医師の事務作業や当直業務の軽減ととも

に看護師についても夜勤業務を含む業務上の負担軽減に努める。 

 また魅力ある病院を目指し、看護師社宅を活用して新たな医療従事者の獲得につながるよう福

利厚生の充実や勤務、教育環境の改善に努める。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

医師の確保数（常勤医） 10 名 11 名 

医師の確保数（非常勤医） 13 名 10 名 

看護師の確保数 115 名 122 名 

准看護師の確保数 7 名 5 名 

薬剤師の確保数 3 名 3 名 

管理栄養士の確保数 2 名 2 名 

診療放射線技師の確保数 7 名 7 名 

理学療法士の確保数（再掲） 7 名 8 名 
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作業療法士の確保数（再掲） 2 名 2 名 

言語聴覚士の確保数（再掲） 1 名 1 名 

臨床検査技師の確保数 11 名 10 名 

臨床工学技士の確保数 2 名 2 名 

医学生（修学資金対象者）※1 1 名 1 名 

看護学生（奨学金対象者）※1 3 名 6 名 

医師事務作業補助者数 14 名 14 名 

書類作成の補助 1,363 件 1,370 件 

 ※1 それぞれの学生数は修学資金等貸与中の学生の数である。 

 

（２）医療従事者の専門性及び医療技術の向上 

 医療従事者は、各々の専門分野において、関連する研修会・勉強会・学会に積極的に参加し、

知識の取得と技術の向上に努める。また、病院全体の底上げを図るため職員の専門資格の取得促

進に努めるなど、職員の医療技術習得へのサポート体制を強化することにより質の高い医療の提

供と効率的な病院経営の両立を目指す。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

感染管理認定看護師/特定看護師 0 名 1 名 

糖尿病療養指導士 8 名 6 名 

ケアマネージャー 6 名 5 名 

心臓リハビリテーション指導士 7 名 6 名 

内視鏡認定技師 2 名 2 名 

心不全療養指導士 2 名 2 名 

透析技術認定士 4 名 4 名 

ＢＬＳインストラクター 3 名 4 名 

 

（３）医療人材の育成 

医師、看護師、薬剤師等を目指す学生の臨床研修の場としての役割を担う。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

医学生 0 名 3 名 

看護学生 40 名 40 名 

薬学生 0 名 1 名 

栄養科学生 1 名 1 名 

リハビリ学生 1 名 2 名 

 

（４）臨床研究の推進 

 臨床研究について、専門グループによる研究・発表などに積極的に取り組み、その専門性を高

め、医療の発展に寄与する。 
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 医療の質に関する客観的なデータの収集・分析などを通じて、質の高い医療を提供する。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

臨床研究実施件数 2 件 2 件 

 

（５） 施設・設備の充実 

 質の高い医療を提供できる環境を整備し、かつ医療需要の変化に対応できるよう、施設・設備

の更新や改修については、必要性や採算性、適正な規模等について十分に検討を行い計画する。 

病院の建物の一部については、築 35 年以上が経過しており、今後見込まれる周辺人口の減少を

勘案し、既存建物の省エネルギー化、長寿命化のため精査を行い、必要に応じて改修・修繕を行

う。 

 

施設整備計画 施設調査 

設備整備計画 
高額医療機器 

その他の医療機器及びソフトウェア等 

 

３ 患者サービスの向上 

（１）患者満足度の向上・インフォームドコンセントの徹底 

 引き続き患者に対する満足度調査を定期的に実施し、満足度の低い項目については、その要因

を分析の上、改善等に努める。また、患者や来院者に、より快適な環境を提供するため、施設の

改修及び補修を適宜実施し院内環境の整備に努め、温かく心のこもった患者対応ができるよう接

遇研修を行い対応能力のより一層の向上を目指す。 

また、患者が自ら受ける医療の内容を理解し、納得の上で自分に合った治療法を選択できるよ

う、文書や映像などを用いたインフォームドコンセントを徹底するなど、患者中心の医療を実践

する。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

患者満足度調査 ５段階評価（平均値） 4.25 4.30 

満足、まあ満足の割合 75.5％ 75.0％以上 

やや不満、不満の割合 2.2％ 2.0％以下 

 

（２）医療安全対策の実施 

 地域住民に信頼される安全・安心な医療を提供するために院内感染対策委員会、リスクマネジ

メント部会、医薬品安全管理部会、医療機器安全管理部会及び褥瘡対策委員会の積極的な活動を

通じ、繰り返し啓発を行うことで安全な医療を確保する。 

 また、発生が懸念される医療安全上の問題点については、職員全員が情報を共有し、医療安全

管理委員会委員長の指示のもと、未然防止策の検討と運用の改善について組織的に対応する。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 
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医療安全管理委員会の開催回数 12 回 12 回 

院内感染対策委員会の開催回数 12 回 12 回 

 

４ 地域医療機関等との連携 

 佐世保北部地域等にある医療機関とは、互いの距離感から、外来診療機能、急性期入院機能、

回復期入院機能における完全な機能分化を図ることは困難であるが、抗がん化学療法、透析治療、

心臓カテーテル検査治療や内視鏡検査治療など、専門的診断治療を中心に連携を強化するととも

に、医師や医療スタッフへ向けた勉強会の開催などにより医療の質を確保しつつ効率的な医療の

提供ができる環境を整える。 

保健・医療・福祉サービスを提供する地域の様々な施設とのネットワーク、連携及び協力体制

の強化を図り、地域において必要とされる役割を積極的に果たすため、地域医療機関や福祉施設

などと合同の研修会や研究会の開催による事例検討や情報交換を通じ、医療の質を高めるととも

に、地域住民に対して初期救急蘇生法の訓練などを継続する。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

紹介率 53.4％ 55.0％ 

逆紹介率 73.9％ 75.0％ 

 

５ 市の保健・医療・福祉行政との連携 

 行政が推進する各関連施策の推進に寄与するため、企業健診、がん検診、人間ドックなど継続

して取り組む。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

成人病健診 636 件 750 件 

企業健診 199 件 200 件 

一般健診 39 件 20 件 

人間ドック 22 件 20 件 

がん検診 116 件 120 件 

 

第３ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 効率的な業務運営と情報公開 

 医療を取り巻く環境の変化に的確かつ機動的に対応するため、毎月各部門の責任者が出席する

経営戦略会議を開催し、短期的及び中長期的な経営戦略を職員全員に周知徹底する。また、運営

の透明性の確保と当院が担う役割・機能や提供する医療への住民の理解促進のため、ホームペー

ジ等を積極的に活用するなど情報発信に積極的に取り組む。 

 

２ 経営管理人材の育成 

 診療報酬改定に対応できる専門職員の育成をはじめ、病院経営における意識の醸成を図るため、

関連する研修会等への積極的な参加を促す。 
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区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

院外研修参加者数 15 名 20 名 

 

３ 職員満足度の向上 

 適材適所に人材を配置することで、適切かつ効率的な業務を実現し、ストレスなく働ける職場

環境を整える。また、短時間勤務など職員のニーズにあった勤務形態など柔軟な対応を図ること

で、職員の満足度の向上と離職防止に努める。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

職員全体の離職率 8.8％ 7.0％以下 

看護師の離職率 4.9％ 7.0％以下 

新卒看護師の離職率 0.0％ 0.0％ 

 

４ ＤⅩの推進 

業務のデジタル化を推進するために、マイナンバーカードの健康保険証利用の促進に努める。 

さらに、近年、病院がサイバー攻撃の標的とされる事例が増加していることから、厚生労働省

の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を踏まえ、電子カルテ等の情報セキ

ュリティ対策を行う。また、有事に備え、医療情報のバックアップを外部専門事業者に委託し、

オフラインでも確保する。 

 

第４ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置 

１ 経営基盤の確立と財務体質の強化 

 病院経営においては、診療報酬改定を踏まえつつ、毎月の収支状況を的確に把握し、理事会に

報告したうえで、効率的かつ効果的な対策を講じ健全経営を維持する。また、財務体質の強化策

を検討・実行し、経営基盤の安定化を図る。 

 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

経常収支比率 90.1 ％ 98.5 ％ 

医業収支比率 89.4 ％ 97.8 ％ 

修正医業収支比率 84.2 ％ 92.9 ％ 

医師１人１日あたり医業収益 615,128 円 614,878 円 

 

２ 収益の確保と費用の節減 

（１）収益の確保 

 収益の確保には医師、看護師等医療従事者の確保が前提となるため、独自の修学資金制度によ

り引き続き医療従事者確保に努めるほか、関係機関に働きかけを続けるなど、医師等の減員を回

避する。また、診療報酬の改定や法改正等への的確な対応により収益を確保するとともに、病床

稼働率の向上による増収に努める。さらに、診療報酬の請求漏れや減点を防止し、未収金の発生

予防・早期回収に向けた取組を推進する。 
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区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

入院診療単価 35,102 円 34,000 円 

新入院患者数 1,466 人 1,600 人 

外来診療単価 16,844 円 16,800 円 

１日平均外来患者数 230.9 名 235 名 

病床利用率（再掲） 59.0％ 75.0％ 

平均在院日数 17.6 日 18.0 日 

 

（２）費用の節減 

 医薬品・診療材料の購入方法の見直しなどによる医薬品費、診療材料費の抑制をはじめ、光熱

費・水道使用料の節減、雑貨、事務用品の調達方法の見直しなどにより一層の経費節減に努める。 

区分 令和 6 年度実績値 令和 10 年度目標値 

後発医薬品採用率(数量ベース) 51.5 ％ 55.0 ％ 

材料費比率 20.4 ％ 18.9 ％ 

医薬品費比率 13.9 ％ 13.7 ％ 

診療材料費比率 6.1 ％ 4.9 ％ 

給与費比率 60.0 ％ 55.8 ％ 

委託費比率 7.1 ％ 6.4 ％ 

 

第５ その他業務運営に関する重要事項 

１ 地域医療構想の実現に向けた取組み 

 長崎県地域医療構想を踏まえ、佐世保県北医療圏の医療環境の充実に必要な役割を果たすため、

将来の医療需要を見据えた役割及び機能を明確にし、地域の医療機関と連携を行う。また、病床

稼働率等地域の実情について他の医療機関と共通認識を持ち、必要に応じて病床数の適正化、病

床の機能転換等を検討する。 

 

２ 働き方改革の推進 

 令和６年４月から医師の時間外労働の上限規制が適用されたことから、地域の労働基準監督署

に宿日直許可を得て、宿日直体制を構築している。 

①適切な労務管理の推進 

タイムカード等による労務管理を推進し適切に運用する。また、時間外労働の上限規制が適

用された医師においては、時間外勤務が月８０時間を超えないように管理する。 

②タスクシフト／シェアの推進 

医師業務における事務作業においては、医師事務作業補助者を育成し引き続き移管を進める

とともに、看護師、薬剤師など他の医療従事者への移管については、業務を精査したうえで、

さらに推進する。 

③ＩＣＴの活用 

外部の遠隔画像診断支援サービスの利用により、画像読影の補助を活用する。また、勤務時
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間外においては、院外にいる専門医師と画像共有アプリを用いることで、呼び出しを低減し、

医師の負担軽減につなげる。 

 

３ 新興・再興感染症への対策と対応 

第二種感染症指定医療機関として、新興感染症等の感染拡大時に備え、県、市、市医師会及び

地域の医療機関と連携しつつ、感染対策における高度な専門知識や実践力をもつ理事長の指導の

もと、感染管理認定看護師を中心に、即応病床として稼働していくために職員の教育・実践を行

う。 

また、これまでの新型コロナウイルス感染症にて使用した陰圧装置や空気清浄機のほか、３か

月分の活動に必要な感染防護具等の備蓄を継続する。 

 

第６ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１ 予算（令和８年度～令和１０年度） 

                                    （単位：千円） 

区  分 R8 年度 R9 年度 R10 年度 合計 

収入 

  営業収益 

    医業収益 

    運営費負担金等収益 

補助金等収益 

    その他の医業収益 

  営業外収益 

    運営費負担金等収益 

    長期借入金 

    その他の医業外収益 

  計 

 

支出 

  営業費用 

    医業費用 

       給与費 

       材料費 

       経費 

       研究研修費 

  営業外費用 

    建設改良費 

    償還金 

    その他 

  計 

 

2,298,940 

2,089,930 

90,937 

28,623 

89,450 

33,136 

4,291 

0 

28,845 

2,332,076 

 

 

2,246,255 

2,246,255 

1,330,197 

440,490 

465,768 

9,800 

188,549 

45,000 

129,437 

14,112 

2,434,804 

 

2,393,018 

2,183,352 

91,593 

28,623 

89,450 

32,345 

3,500 

0 

28,845 

2,425,363 

 

 

2,257,723 

2,257,723 

1,333,572 

454,503 

459,848 

9,800 

183,288 

44,000 

129,136 

10,152 

2,441,011 

 

2,466,278 

2,258,466 

89,739 

28,623 

89,450 

189,516 

2,695 

150,000 

36,821 

2,655,794 

 

 

2,284,487 

2,284,478 

1,348,989 

465,770 

459,928 

9,800 

323,534 

195,000 

118,382 

10,152 

2,608,021 

 

7,158,236 

6,531,748 

272,269 

85,869 

268,350 

254,997 

10,486 

150,000 

94,511 

7,413,233 

 

 

6,788,465 

6,788,465 

4,012,758 

1,360,763 

1,385,544 

29,400 

695,371 

284,000 

376,955 

34,416 

7,483,836 

※期間中の診療報酬の改定及び物価の変動等は加味していない。 

【人件費の見積り】 
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期間中総額 ４,０１２,７５８千円を支出する。 

なお、当該金額は、職員給料、諸手当、法定福利費及び退職手当に相当するものである。 

 【運営費負担金の算定ルール】 

   救急医療等の行政的経費及び高度医療等の不採算経費については、地方独立行政法人法の趣旨 

に沿って定められた基準により決定する。 

   建設改良費及び長期借入金等元利償還に充当される運営費負担金等については、Ｐ／Ｌ（損益 

計算書）上の収益とする。 

各事業年度の運営費負担金については、各事業年度の予算編成過程において決定される。 

 

２ 収支計画（令和８年度～令和１０年度） 

                                     （単位：千円） 

区  分 R8 年度 R9 年度 R10 年度 合計 

収入の部 

  営業収益 

    医業収益 

    運営費負担金等収益 

    補助金等収益 

    資産見返運営費負担金等戻入 

    資産見返補助金等戻入 

    その他の医業収益 

  営業外収益 

    運営費負担金等収益 

    その他の医業外収益 

  臨時利益 

 

支出の部 

  営業費用 

    給与費 

    材料費 

    経費 

    減価償却費 

  営業外費用 

    財務費用 

    その他の医業外費用 

  臨時損失 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

2,340,567 

2,312,955 

2,089,930 

28,100 

28,623 

62,837 

14,015 

89,450 

27,611 

4,291 

23,320 

1 

 

2,498,659 

2,487,015 

1,363,367 

440,490 

475,694 

207,464 

10,642 

8,292 

2,350 

1,002 

-158,092 

3,792 

-154,300 

2,426,380 

2,399,559 

2,183,352 

28,125 

28,623 

63,468 

6,541 

89,450 

26,820 

3,500 

23,320 

1 

 

2,504,040 

2,493,855 

1,368,448 

454,503 

477,694 

193,210 

9,183 

6,833 

2,350 

1,002 

-77,660 

3,161 

-74,499 

2,494,751 

2,468,735 

2,258,466 

29,113 

28,623 

60,626 

2,457 

89,450 

26,015 

2,695 

23,320 

1 

 

2,533,719 

2,525,014 

1,378,761 

465,770 

479,694 

200,789 

7,703 

5,353 

2,350 

1,002 

-38,968 

2,517 

-36,451 

7,261,698 

7,181,249 

6,531,748 

85,338 

85,869 

186,931 

23,013 

268,350 

80,446 

10,486 

69,960 

3 

 

7,536,418 

7,505,884 

4,110,576 

1,360,763 

1,433,082 

601,463 

27,528 

20,478 

7,050 

3,006 

-274,720 

9,470 

-265,250 

※期間中の診療報酬の改定及び物価の変動等は加味していない。 

各事業年度の運営費負担金については、各事業年度の予算編成過程において決定される。 

 

近年の人件費、光熱水費、医療材料費、委託費の増加により収支計画は 2026 年に行われる診療報

酬改定次第である。しかしながら、以下の取組を行うことで、早期に黒字化する計画としている。  
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・地域の病院及び佐世保市内の病院と連携することで、地域包括ケアシステム内の急性期から回復

期機能を積極的に担う。  

・2026 年に行われる診療報酬改定に合わせて、適切な外来診療加算の取得や施設基準変更に取り

組む。  

・業務効率化を進めつつ、情勢の変化に対応できる適正な人員の確保と経費削減に努める。 

 

一般会計負担の考え方（運営費負担金） 

公立病院は、民間医療機関の立地が困難な過疎地域において、一般医療を提供し、救急医療体

制を確保するなど、地域医療を確保するために不採算となる医療を担う役割がある。 

住民が健康で安心して暮らせるよう医療提供体制を確保するうえで、これらの医療の提供が必

要であると考えることから、佐世保市から以下の経費について、一般会計において繰り入れされ

ている。 

 

繰出基準 

項目 趣旨 佐世保市の基準 

病院の建設改良に要する

経費 
病院の建設改良費について一般

会計が負担するための経費 

平成 14 年度債までは 1/2 

平成 15 年度債以降は 1/3                                                                                                                             

救急医療の確保に要する

経費 

救急医療の確保に要する経費に

ついて、一般会計が負担するた

めの経費 

救急医療の確保については収支

不足額 

災害備蓄については経費相当額 

感染症医療に要する経費 感染症医療の実施に要する経費

について、一般会計が負担する

ための経費 

収支不足額若しくは特別交付税

上限額 

高度医療に要する経費 高度な医療で採算をとることが

困難であっても、公立病院とし

て行わざるをえないものの実施

に要する経費について、一般会

計が負担するための経費 

高度医療機器（１品１億円以上）

に係る企業債元利償還金の１/

３相当額（平成 14 年度分まで１

/２相当額） 

不採算地区中核病院の運

営に要する経費 

不採算地区に所在する中核的な

病院の機能を維持するための経

費について、一般会計が負担す

るための経費 

－ 
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３ 資金計画（令和８年度～令和１０年度） 

                                     （単位：千円） 

区  分 R8 年度 R9 年度 R10 年度 合計 

資金収入 

  業務活動による収入 

    診療業務による収入 

    運営費負担金等による収入 

    補助金等による収入 

    その他業務活動による収入 

  投資活動による収入 

    運営費負担金等による収入 

    その他投資活動による収入 

  財務活動による収入 

    長期借入金による収入 

  前期中期目標の期間からの繰越金 

 

資金支出 

  業務活動による支出 

    給与費支出 

    材料費支出 

    その他業務活動による支出 

  投資活動による支出 

    有形固定資産取得による支出 

    その他投資活動による支出 

  財務活動による支出 

    長期借入金の返済による支出 

  次期中期目標の期間への繰越金 

3,682,454 

2,264,947 

2,089,930 

28,100 

28,623 

118,294 

67,129 

67,128 

1 

0 

0 

1,350,378 

 

3,682,454 

2,230,613 

1,330,197 

440,490 

459,926 

56,760 

45,000 

11,760 

129,437 

129,437 

1,265,644 

3,691,007 

2,358,394 

2,183,352 

28,125 

28,623 

118,294 

66,969 

66,968 

1 

0 

0 

1,265,644 

 

3,691,007 

2,260,075 

1,333,572 

454,503 

472,000 

51,800 

44,000 

7,800 

129,136 

129,136 

1,249,996 

3,905,790 

2,442,472 

2,258,466 

29,113 

28,623 

126,270 

63,322 

63,321 

1 

150,000 

150,000 

1,249,996 

 

3,905,790 

2,286,839 

1,348,989 

465,770 

472,080 

202,800 

195,000 

7,800 

118,382 

118,382 

1,297,769 

8,763,611 

7,065,813 

6,531,748 

85,338 

85,869 

362,858 

197,420 

197,417 

3 

150,000 

150,000 

1,350,378 

 

8,763,611 

6,777,527 

4,012,758 

1,360,763 

1,404,006 

311,360 

284,000 

27,360 

376,955 

376,955 

1,297,769 

※期間中の診療報酬の改定及び物価の変動等は加味していない。 

各事業年度の運営費負担金については、各事業年度の予算編成過程において決定される。 

 

第７ 短期借入金の限度額 

１ 限度額  １億円 

２ 想定される短期借入金の発生理由 

   運営費負担金の受入れ遅延等による資金不足への対応 

 

第８ 出資等に係る不要財産又は出資等に係る不要財産となることが見込まれる財産がある場合

には、当該財産の処分に関する計画 

なし 

 

第９ 第８に定める財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計 

 画 
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 なし 

 

第１０ 剰余金の使途 

 決算において剰余金を生じた場合は、病院建物の整備、修繕、医療機器等の購入等に充てる。 

 

第１１ 料金に関する事項 

１ 使用料及び手数料 

（１）健康保険法（大正１１年法律第７０号）第７６条第２項（同法第１４９条において準用す

る場合を含む。）及び高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）第７１条

第１項の規定に基づく方法により算定した額。 

（２）健康保険法第８５条第２項（同法第１４９条において準用する場合を含む。）及び高齢者の

医療の確保に関する法律第７４条第２項の規定に基づく基準により算定した額。 

（３）生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

その他の法令等により定める額。 

（４）前３号の規定にかかわらず、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第６条第１項の規定

により非課税とされるものを除くものに係る使用料及び手数料の額は、前３号の規定により

算定した額に、消費税法第２９条及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第７２条の８

３に規定する消費税率を乗じて得た額を加算した額とする。 

（５）第１号から第３号までに規定するもの以外の使用料及び手数料の額は、次の表に定めた額

に、前号の消費税率を乗じて得た額（洗濯機使用料を除く。）を加算した額とする。 

 

別表（料金関係） 

区  分 単  位 金額（円） 

診断書 

 簡易なもの  １通につき 2,500 

 複雑なもの  １通につき 5,000 

 その他のもの １通につき 3,000 

証明書 
 簡易なもの  １通につき 300 

 複雑なもの  １通につき 1,000 

室料差額（医師の指示による入室の

場合を除く。） 

 Ａ室     １日につき 5,000 

 Ｂ室     １日につき 4,000 

 Ｃ室     １日につき 3,000 

 Ｄ室     １日につき 2,000 

洗濯機使用料         １回につき 100 

   備 考 

①  この表に規定する室料差額（医師の指示による入室の場合を除く。）のうちＡ室、Ｂ

室、Ｃ室及びⅮ室の設備の内容については、病院内に表示するものとする。 

   ② 洗濯機使用料に関しては税込み額とする。 

 

２ 減免 
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 理事長は、特別の理由があると認めるときは、使用料及び手数料の全部又は一部を減免するこ 

とができる。 

 

第１２ 佐世保市地方独立行政法人法の施行に関する規則（平成２２年佐世保市規則第２８号） 

で定める業務運営に関する事項 

１ 人事に関する計画 

 医師、コメディカル、事務部門がそれぞれの専門における実績を処遇面に活かされる人事評価

システムとして、現在、学会、行政から受ける資格認定に対して評価を行い、給与に反映させる

ことで、職員のモチベーションの維持、向上を図っている。また、地方独立行政法人の特長を活

かし、必要に応じて組織及び職員配置の弾力的な見直しを行うなど、効果的かつ効率的な組織運

営体制を維持する。 

 

２ 施設及び設備に関する計画 

病院施設の整備 総額 15 百万円 自己資金 

医療機器等の更新 総額 269 百万円 佐世保市長期借入金・自己資金 

 

    ※１ 金額については見込みである。 

    ※２ 各事業年度の佐世保市長期借入金等の具体的な内容については、各事業 

      年度の予算編成過程において決定される。 

 

３ 地方独立行政法人法（平成１５年法律第１１８号）第４０条第４項の規定により業務の財源

に充てることができる積立金の処分に関する計画 

 前中期目標期間繰越積立金については、病院建物の整備、修繕、医療機器等の購入等の財源に

充てる。 


